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賞与支払届の提出を忘れると

提出時期について

賞与支払届とは？

賞与の社会保険料
賞与支払届の提出忘れていませんか？

賞与（ボーナス）を従業員や役員に支給すると、
「賞与支払届」により賞与の支給額等を管轄の年金
事務所又は事務センターに届出する必要があります。
届出内容により標準賞与額が決定され、これによ

り賞与の保険料が決まります。

賞与を支給した支給日より５日以内に賞与支払届および総
括表を管轄の年金事務所又は事務センターに提出します。

社会保険労務士
橋本育代

社労士
顧問契約

もう余計なことはやりたくない！
全ての社会保険手続きを何とかしたいときは

従業員数
（役員・パート含む） 右記以外（税抜） 建設・飲食

県外事業所（税抜）

1-9名 月額10,000 円 月額15,000 円

10-19名 月額15,000 円 月額20,000 円

20-29名 月額20,000 円 月額25,000 円

■ 顧問契約料金表※３０名以上の場合は別途お見積り

遡って届出をすることになります。
その場合、賞与に掛かる社会保険料が一気に会
社に徴収されますので、届出もれがないよう、ご
注意ください。
※年金事務所の調査で発覚するケースが多い



平成２９年４月改正

経営力向上計画の認定を受けて優遇措置の活用を！

設備投資の際は、ぜひご確認ください！

要件に合致しても、実際に税制上の優遇措置を
受けるためには「経営力向上計画」を策定し、認定を受けなければなりません。

税理士法人アクシスが
「経営力向上計画」の策定から申請まで
一貫してサポートいたします！

※「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書」

【本社】 【吉野川支店】
〒770-0051 〒776-0005
徳島市北島田町1丁目3-3 吉野川市鴨島町喜来字宮北485-1
TEL 088-631-8119 TEL 0883-26-0182
FAX 088-632-6543 FAX 0883-26-0187

STEP1
設備メーカー等を通して「仕様等証明書※」

の発行を依頼してください。

STEP2 別紙「ヒアリングシート」に記入をお願いします。

STEP3 計画策定後、当社にて申請代行いたします。

申請費用

27,000円
（税込）

※計画が認定された場合のみ

経営革新等支援機関

□即時償却/税額控除の適用
（法人税額・所得税額の10％ ※一定の場合には7％）

□固定資産税が半額に（最大3年間）

資 産 種 類 機 械 装 置 検査・測定工具 器 具 備 品 建物付属設備 ソフトウエア

金 額 160万円以上 30万円以上 30万円以上 60万円以上 70万円以上

販売開始時期 10年以内 5年以内 6年以内 14年以内 5年以内

□上記に該当する固定資産を新品で取得

□生産性向上が認められるモデルである
※工業会等が発行する証明書により確認。 なお 即時償却/税額控除 については、一定の投資計画
につき経済産業大臣の確認を受けることによっても、適用を受けられる場合があります。

すべて満たす設備投資については、上記の優遇措置を
受けられる可能性があります。

NEW !

対象資産追加 !



賞与の範囲は？

夏季休暇のお知らせ
弊社では、誠に勝手ながら
夏季休暇のため下記の通り休業させていただきます。

８月１０日までは通常業務となりますが、
ご依頼内容等により、休業期間後の対応となる場合がございます。
予めご了承頂きますようお願い申し上げます。

助成金徹底活用セミナー
～中小事業者のための～ 無 料

定員１０社

2017年8月24日（木）

13:00～13:40（個別相談13:40～）

税理士法人アクシス 徳島本社
〒770-0051 徳島市北島田町1丁目3番地3

参加無料（定員１０社）

開催日

時 間

会 場

参加費

※無料駐車場完備しております

セミナーの主な内容
□ 助成⾦の概要と種類
□ 主なおススメ助成⾦

～セミナーのお知らせ～

【講師】
社会保険労務士
樫葉 稔


